（第２条・第３条第２項・第４条関係）

誓　約　書

　当団体は、新潟市地域清掃活動費等補助金の交付の申請にあたり、第２条各号に掲げる要件のすべてに該当しないこと、かつ、第３条第２項各号に掲げる事業に該当しないことを誓約します。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合、当該補助金の交付決定を取り消され、当該交付された補助金の全部若しくは一部を返還することを誓約します。

　また、市が暴力団員又は暴力団との関係について警察に照会する場合は、別途必要な書類の提出を行います。









年　　　月　　　日


（宛先）新潟市長

　　　　　　　　　　　団体名　
                                            
　　　　　　　　　　　
代表者氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　　　　　　　　
代表者住所　　　郵便番号（　　　　　－　　　　　　）
　　　　　　　　

【参考】　新潟市地域清掃活動費等補助金交付要綱（一部抜粋）

（補助対象者）
第２条　この要綱に定める補助金を受けることのできる者は、自治会等（「新潟市自治会等事務委託要綱（昭和４７年１２月１日実施）第２条に規定する自治会等をいう。以下同じ。）及び地域コミュニティ協議会（新潟市区自治協議会条例（平成１８年新潟市条例第７４号）第２条第２項第１号に規定する地域コミュニティ協議会をいう。）並びに老人クラブ、ＰＴＡその他の地域団体及び環境美化を推進しようとする団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、補助対象者から除外される。
（１）　暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号。以下「暴排条例」という。）第２条第１項第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２）　暴力団員（暴排条例第２条第１項第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３）　役員等（法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者。
（４）　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者。
（５）　自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者。
（６）　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者。
（７）　その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者。
（８）　宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする者。
（９）　その他公序良俗に反する活動を行う者。
（１０）　市税を滞納している者。

　（補助対象事業等）
第３条　補助対象事業は、一斉清掃、側溝清掃その他の公共の場所を対象に行う環境美化活動事業とする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動又は事業は、補助事業の対象としない。
（１）　特定の個人又は団体の利益を目的とするもの
（２）　宗教活動又は政治的活動を目的とするもの。又は、当該補助事業による効果が、それらの活動に対する援助、助長等につながるとみなされるもの
（３）　国、県、その他新潟市を含む地方公共団体等の制度による同一の補助対象経費に対する支援を受けているもの
（４）　事業の主たる効果が市外で生じるもの
（５）　当該事業により生じた利益、残余財産等を構成員に分配するもの
（６）　その他公序良俗に反するなど適当でないと認められるもの

　（補助金の交付申請）
第４条　（略）
[bookmark: _GoBack]２　前項第５号誓約書については、自治会等、地域コミュニティ協議会、老人クラブ及びＰＴＡその他の地域団体など市長が認める団体は、提出を省略することができる。
